
   令和５年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市は、町会が地域住民への情報の発信等に活用している掲示板の設置等に要する

経費の一部を補助することにより、地域住民の福祉増進及び地域活動の活性化を図るた

め、令和５年度予算の範囲内において、弘前市町会掲示板設置等事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、弘前市補助金等交付規則

（平成１８年弘前市規則第５７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 掲示板 町会（以下「補助事業者」という。）が地域住民への情報発信等の手段と

してポスター、文書等を掲示するため、屋外に設置する工作物をいう。 

 (2) 掲示板の設置等 掲示板の新設工事若しくは建替工事又は修繕をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

 (1) 町会が所有し、維持管理する掲示板の設置等であること。 

 (2) 掲示板の設置場所が私有地の場合にあっては、当該設置場所の使用権原を有してい

ること。 

 (3) 補助金の交付決定後に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了する事業である

こと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する掲示板の設置等については、

補助金の交付の対象としない。 

(1) 政治、宗教又は選挙に係る活動を目的とするもの 

(2) 掲示板の設置等に係り、市の他の補助金又は国、県その他の機関からの補助金の交

付を受けた、又は受ける見込みがあるもの 

(3) 法令、条例等に違反するもの 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業

者が掲示板の設置等（以下「補助事業」という。）を実施するために必要な経費であっ

て、掲示板の新設工事費若しくは建替工事費又は修繕費とする。ただし、既存掲示板の

撤去のみ又は移設のみに係る費用は対象外とする。 

２ 当該補助事業に対する協賛金等の収入がある場合は、これを補助対象経費から控除

する。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額の２分の１の額又は３０，００

０円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の交付は、１年度につき１補助事業者１回に限る。 

 （交付申請） 

第６条 規則第３条の補助金等交付申請書は、令和５年度弘前市町会掲示板設置等事業費

補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

 (1) 事業計画書（様式第２号） 

 (2) 収支予算書（様式第３号） 

 (3) 掲示板の図面（修繕の場合を除く。） 

(4) 見積書の写し 



(5) 掲示板の設置場所を明示した配置図 

(6) 掲示板の設置場所の使用権原を証明できるものの写し（掲示板の設置場所が私有地

の場合に限る。） 

(7) 掲示板の現況を明示した写真（新設の場合は設置箇所とする。） 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

 （交付の条件） 

第７条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条の規

定により付された条件とする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ 

令和５年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金事業変更承認申請書（様式第４号）

を市長に提出して、その承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限

りでない。 

(2) 補助事業を行うために工事の施工、物品の購入等をする場合は、市内業者（市内に

本店を有するものに限る。以下同じ。）に発注するものとする。 

(3) 前号の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市内業

者に発注しないことができる。この場合において、補助事業者は、あらかじめ市長に

理由書（様式第５号）を提出しなければならない。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和５年度弘前市町会掲示板

設置等事業費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出して、

その承認を受けること。 

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 （交付決定） 

第８条 規則第６条の補助金等交付決定通知書は、令和５年度弘前市町会掲示板設置等事

業費補助金交付決定通知書（様式第７号）とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として市長

が定める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日から起算して１５日を経過し

た日とする。 

 （実績報告） 

第１０条 規則第１２条の補助事業等実績報告書は、令和５年度弘前市町会掲示板設置等

事業費補助金事業完了（廃止）実績報告書（様式第８号）とする。 

２ 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

 (1) 事業実績書（様式第９号） 

 (2) 収支決算書（様式第１０号） 

 (3) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し                          

 (4) 補助事業の完成後の写真 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 
４ 第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第７条第４号の規定により補

助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して２０日を経過

した日又は令和６年３月３１日のいずれか早い日とする。 

 （補助金の額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、令和５年度弘前市町会掲示板設

置等事業費補助金交付額確定通知書（様式第１１号）とする。 

（財産の管理及び処分） 

第１２条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した掲示板についての

台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 規則第２０条ただし書の規定により財産処分の制限を受ける期間は、令和１１年３月

３１日までとする。 



 （補助金の請求等） 

第１３条 補助金の請求は、令和５年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金請求書（様

式第１２号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 補助金は、前項の請求書が提出された日から起算して３０日以内に口座振替により交

付する。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


